
実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/2 280 補正書 補正書 〇資料の構成
・全体を補正したのであるから、別記１，２，３の３つに分割する
必要はない。また、表紙が「補正書の表紙」になっているのは変で
はないか。

JNFL濃縮の例を参考に、見直しを実施する。 再補正予定。 補正書の表紙関係 JNFL濃縮の例を参考に見直した。

7/2 281 主要設備リ
スト

補正書 〇主要設備リスト
・別添Ⅰ３「主要設備リスト」の建付けがおかしい。基本設計方針
の一部のように読める。JNFLは「表1　主要設備リスト」とし、その
上でその表1を、電気設備の基本設計方針から引用している。
・主要設備リストに記載するのは、仕様表対象機器だけではない
か。

・JNFLの例を参考に、主要設備リストを見直す。
・電気設備の主要設備リストを「表2.7-1」とし、電気設備の基本設
計方針の最後から呼び出す形とする。

再補正予定。 電気設備の基本設計方
針のあとに続く主要設
備リスト
(設1-補-013-01改1参
考)

JNFL殿を参考に構成場所、記載内容の見
直しを実施した。また，主要設備リスト
には要目表に記載する設備のみを記載す
る（構成については左の「対応案」参
照）。

7/2 282 主要設備リ
スト

補正書 〇グループ分け
・本文に、機器グループ①、②－１、②－２、③の定義がない。主
要設備リストの前に追加すべき。
・本文主要設備リストに、機器グループを記載する理由は何か。
JNFLに確認し、主要設備リストとして何を記載するのかを考え、機
器グループが必要ということであれば記載するということだと思
う。もう一度考えて対応して欲しい。

主要設備リストに記載していた機器グループを改め，技術基準規則
で定義している安全機能の重要度分類（基本的安全機能，その他の
安全機能）を記載する。

再補正予定。 電気設備の基本設計方
針のあとに続く主要設
備リスト
(設1-補-013-01改1参
考)

←「対応案」に同じ。

7/2 283 補正書
コメント管

理

補正書
コメント管

理表

〇次回申請対象、コメント管理表
・本文「六、変更理由」の表に記載の「次回申請対象施設、設備」
と、別添Ⅰ３P6の次回申請範囲とが一致していない。3月のヒアリン
グでも指摘した内容であり、コメント管理表の対応状況を見直すこ
と。

変更理由の修正を実施し、記載を合わせる。（管理表上では確認で
きず）

再補正予定。 補正書の表紙関係 齟齬がないように語句適正化を行う。

7/2 284 補正書 補正書 〇本文の記載
・本文は「説明」するための資料ではない（例：別添２P6の「次回
申請にて説明する」や、添付3P2の3(1)の1行目の「～に説明する」
は不適当）。全体を確認すること。
・次回申請分については、JNFLは、目次に「次回申請」とだけ記し
ている。同様の記載でよい。

「説明する」の記載を「示す」「申請する」などに改める。また、
次回申請分については目次のみに記載することとし、現在の記載に
ついては、頁ごと削除する。

再補正予定。 ・添付資料３冒頭の説
明書P1～P3
・別添Ⅰの目次、別添
Ⅱの目次、別添Ⅱの次
回申請分の頁
(設1-補-002改4参考)

←「対応案」に同じ。

7/2 285 材料および
構造

補正書 〇基本設計方針1.10
・材料及び構造における技術基準規則14条の解釈にある、適用規格
への適合を明記すること。

金属キャスク構造規格など適用する規格を基本設計方針に追記す
る。

再補正予定。 別添Ⅰ 1.10の冒頭
(設1-補-005-02改2比較
表)

金属キャスク構造規格等、適用する規格
類を記載。

7/2 286 ドラム缶漂
流対策

補正書 〇基本設計方針1.2
・津波によるドラム缶漂流対策については、次回申請する放射性廃
棄施設の設計方針への整理を再検討すること。

津波によるドラム缶漂流対策については、次回申請する放射性廃棄
施設の設計方針への整理を再検討することとし、今回の申請書の基
本設計方針及び添付1（許可整合）の当該部分の記載を削除する。

左記事項は削除して再補正し，
次回申請書に反映する予定。

別添Ⅰ 1.2
添付書類1 1.1.3
添付－2
(設1-補-005-01改2別紙
2)

津波によるドラム缶漂流対策の記載を削
除した。

7/2 287 補正書 補正書 〇規格の呼び込み
・別添ⅠP11(1.5.2(4))の「ｄ．許容限界」に、伊方などの例にな
らってJEAC等の規格を呼び込むこと。具体的な規格名は別添2P11～
12にあるので、別添Ⅰ(1.5.2(7))P13の記載は不要。

別添ⅠP11(1.5.2(4))「ｄ．許容限界」に、伊方などの例にならって
JEAC等の規格を呼び込み、P13の記載を削除する。

再補正予定。 別添Ｉ 1.5.2 P11,P13
(設1-補-009改1比較表)

P11の文中に「ＪＥＡＧ等」及び「建築基
準法等」を追記、P13の記載を削除。

7/2 288 基本設計方
針

補正書 〇基本設計方針の記載内容
基本設計方針に何を書かなければならないのかという認識が、担当
者によってバラバラではないか。記載の考え方が整理されているは
ず。改めて周知すること。

記載方法のルールについては、設1-補-003に整理している。これを
改めて周知する。

周知実施済。

令和3年7月20日
リサイクル燃料貯蔵株式会社

設工認ヒアリング等コメント管理表

7/2ヒアリングにおけるコメント
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/2 289 火災防護 補正書 〇基本設計方針1.8(P24)
・1.8.2(1)a.(b)iii. の記載について。「建屋」は複数あるが、こ
こでは貯蔵建屋のことであるから、明確にすること。

「使用済燃料貯蔵建屋」を「貯蔵建屋」に読み替える記載を初めに
追加したうえで、「貯蔵建屋」と記載する。

再補正予定。 別添Ⅰ 1.8.2
添付8 4.2(1)b.(c)
（設1-補-012改3比較
表)

・「建屋」を「貯蔵建屋」に修正。ま
た、別添Ⅰ1.8の文頭に「使用済燃料貯蔵
建屋」を「貯蔵建屋」と読み替える旨追
記。

7/2 290 火災防護 補正書 〇基本設計方針1.8(P25)
・1.8.2(2)a.の記載について。「給油時の軽油の漏れ」の対策につ
いて、今の記載だと、「給油時」限定の様にもとらえられるので、
次回申請で修正する等検討すること。

「給油時の」を削除する。 再補正予定。 別添Ⅰ1.8.2(2)a.
添付8 2.1, 4.1(1)
添付15-1 3.4
（設1-補-012改3比較
表)
別添Ⅰ2.7(2)f
添付15-1 3.6(d)
(設1-補-013-01改1参
考)

「給油時の」を削除する。

7/2 291 人の不法な
侵入防止

補正書 〇人の不法な侵入等防止設備
・本文の個別項目に記載しているが、共通項目に記載してはどう
か。

JNFLの例を見て検討する。
→共通項目に移し、次回記載事項として記載する。

再補正予定。 別添Ⅰの構成 別添Ⅰの2.10から1.13に記載箇所を変更
し、次回申請事項として記載。

7/2 292 電気設備 補正書 〇軽油貯蔵タンク
・別添ⅡP10のTP約27mとは、どこを指しているのか。津波の浸入を
考えるのであれば、開口部の高さを書くか、注書きをするかなどす
るべきではないか。
・添付18-2-1の軽油貯蔵タンクの高さは、地上面の高さを書くべ
き。
・添付18の図面にタンク室の高さの記載がない。

・柏崎の記載に合わせて、地上高を「設置床」の高さとして記入す
る。合わせて、分かりやすくするための注記をつける。東京電力に
早めに記載を確認してもらう。
・図面にタンク室の高さを記載する。

再補正予定。 ・別添Ⅱへ２電気設備
(1)設計仕様
・図面(添付18-3-4-4)
(設1-補-013-01改1参
考)

・軽油貯蔵タンクの仕様表を修正。
・高さの数値を記載。

7/2 293 電気設備 補正書 〇無停電電源装置、共用無停電電源装置
・別添ⅡP7,8は記載の適正化か。実用炉の例を見て、適切な記載に
修正すること。

基本設計方針変更前後比較表の記載も含めて、適切な記載に修正す
る。

再補正予定。 別添Ⅱへ２電気設備(1)
設計仕様
(設1-補-013-01改1参
考)

無停電電源装置は記載の適正化であるこ
との注記を追記。共用無停電電源装置
は、新規制基準により大使設工認の対象
となったことから，記載を変更前から変
更後に修正する。

7/2 294 電気設備 補正書 〇無停電電源装置、共用無停電電源装置
・別添ⅡP7,8において、蓄電池の組数と数、容量の関係が分かりに
くい。また、個数、数に単位を記すこと。

・関係が分かる記載に修正する。
・個数、数の単位（「個」）は、発電炉でも記載していないことか
ら、記載しない。

再補正予定（単位については現
状どおりの記載とする）

同上
(設1-補-013-01改1参
考)

無停電電源装置、共用無停電電源装置の
蓄電池の容量と組数，数についての解説
を記述。

7/2 295 電気設備 補正書 〇電源車
・別添ⅡP9において、種類「角型」とある。柏崎にならってこう記
載したとのことであるが、東京電力にこのように書いた理由を確認
すること。また、これは法令上の用語か。

・メーカー図書に「角型」と記載されていることに基づき、本記載
としたとのこと。法令上の用語ではない。
（実用炉では別表2に基づき「名称、種類、容量」の記載が求められ
ている）

再補正予定 別添Ⅱへ２電気設備(1)
設計仕様
(設1-補-013-01改1参
考)

電源車の燃料タンクの種類は，電気を供
給する機能に影響がないことから、要目
表から削除する。

7/2 296 電気設備 補正書 〇電源車
・別添ⅡP9において、設置個所が記載されているが、取付箇所と保
管場所の両方を記載すること。本来保管場所(T.P.30m)から、使用す
る場所(T.P.20m)に移動するので、これを明示しなければいけない。

取付箇所（2カ所）、保管場所（1カ所）の両方を記載する。 再補正予定。 別添Ⅱへ２電気設備(1)
設計仕様
(設1-補-013-01改1参
考)

電源車の仕様表に取付箇所、保管場所を
追記。

7/2 297 電気設備 補正書 〇電気設備の要目表
・別添ⅡP9,10において、公称値の＊が付いていたりいなかったりす
る。設計確認値との関係も含めて、整理すること。

JNFLの例を調査し、修正する。 再補正予定。 別添Ⅱへ２電気設備(1)
設計仕様
(設1-補-013-01改1参
考)

電源車、軽油貯蔵タンクの仕様表におい
て公称値の記載を整理。
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/2 298 補正書 補正書 〇基本設計方針の変更前の記載
・別添ⅠP21において、変更前の項目番号が旧の記載(1.2.15)となっ
ている。記載の適正化として、変更後の番号に合わせるべき。他も
含め全体を見直すこと。

変更前の記載を修正する。合わせて、全体を確認する。 再補正予定。 ・別添Ⅰ「1.7.1.2 火
山による損傷の防止」
P21 変更前欄の項目タ
イトル
・別添Ⅰ「1.7.1.3外部
火災による損傷の防
止」P22の変更前欄の項
目タイトル
（設1-補-011-01改1参
考)

変更前欄の項目タイトルが既許可申請書の表
記となっていたことから、記載ルールに従い
適正化した。同様の事例がないことを確認し
た。

7/2 299 自然現象等 補正書 〇自然現象等の基本設計方針
・別添ⅠP17において、変更前の第3段落と第4段落の記載が重複して
いる。

一方を削除する。 再補正予定。 別添Ⅰ「1.7.1 外部か
らの衝撃による損傷の
防止」P17 第３、４段
落
（設1-補-011-01改1参
考)

第３段落と第４段落が重複しているた
め、第４段落を削除した。

7/2 300 自然現象等 補正書 〇自然現象等の基本設計方針
・別添Ⅰ1.7において、貯蔵架台を防護対象に入れるべきではない
か。

自然現象等の基本設計方針の記載部分においては、金属キャスクに
貯蔵架台が含まれることを明記し、防護対象に含める。

再補正予定。 別添Ⅰ「1.7.1 外部から
の衝撃による損傷の防
止」P17 8行目及び添付7-
1-1「自然現象等による損
傷の防止に関する基本方
針」P2
（設1-補-011-01改1参考)

外部事象防護施設のうち、金属キャスクにつ
いて、金属キャスク（貯蔵架台含む）とし
た。なお、他の章では個別に取扱っている場
合もあることから、この表現は、自然現象等
による影響の説明の範囲に留めることも記載
した。

7/2 301 自然現象等 補正書 〇自然現象等の基本設計方針
・「竜巻による損傷の防護」で、建屋に対する貫通、裏面剥離につ
いては、添付に記載があるが、基本設計方針にも記載すること。

基本設計方針「1.7.1.1　竜巻による損傷の防止　(1)影響評価にお
ける荷重の設定」に記載を追加する。

再補正予定。 別添Ⅰ　P19「1.7.1.1
竜巻による損傷の防止
(2)竜巻に対する影響評
価及び竜巻防護対策」
の3パラ目として右記を
追記
（設1-補-011-01改1参
考)

　貯蔵建屋は，金属キャスクを内包する
外殻の施設として，設計竜巻の風圧力，
気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜
巻通過時及び竜巻通過後においても，設
計飛来物が金属キャスクに衝突すること
を防止し，設計飛来物が貯蔵建屋に衝突
したとしても，貫通，裏面剝離の発生に
より，使用済燃料貯蔵施設の基本的安全
機能を損なわない設計とする。

7/2 302 自然現象等 補正書 ・別添ⅠP23(3)の柱書と、３つの・の記載との間の関係性が見えな
い。評価で求めた危険距離に対して十分な離隔距離をとる、という
ような記載とすること。

記載を修正する。 再補正予定。 別添Ⅰ1.7.1.3 P23
（設1-補-011-01改1参
考)

(3)の箇条書き部について、柱書の「離隔
距離を確保すること」との関連が明確に
なるよう修文した。

7/2 303 保安規定で
の運用

補正書 〇保安規定の運用での担保(コメントNo.257対応が不十分）
・外部電源喪失時の監視についてや、外部火災時の事前放水につい
て、保安規定での運用が記載されていない。保安規定での運用の記
載がきちんとなされているか、全体的に確認すること。

事業許可の審査において提出した資料と対比し、漏れがないように
確認する。

再補正予定。 ・別添Ⅰ1.7.1.3 P22柱
書として追記
（設1-補-011-01改1参
考)

既許可添付六　1.1.10.10　手順等の(1)から
(4)のうち、(1)については基本設計方針に記
載しているが(2)事前放水に関する内容につ
いて、対応する記載がないため基本設計方針
として追記した。
なお，(3)防火帯の教育及び(4)消火活動の教
育及び総合的訓練については，建設段階の保
安規定において、事業開始前に定める保安規
定に盛り込むことを項目立てし明記している
範囲（貯蔵管理又は異常時の措置）に含まれ
ることから、設工認の基本設計として記載す
ることは不要とした。降水及び生物学的事象
への対応について、定期的巡視により対応
し、ばい煙の熱影響については、事象の終息
後に影響がないことを確認することとしてい
る運用についても同様である。
他に運用を追記する箇所がないことを確認し
た。
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/2 304 自然現象等 補正書 〇自然現象等の基本設計方針
・別添ⅠP17で、降下火砕物やモニタリングの記載があるが、変更前
に記載することでよいか。
・降下火砕物の体積量が、先行電力で記載されていないか確認する
こと。記載する場合、その値は変更前後で変わっているのではない
か。

・降下火砕物は変更前でよいが、モニタリングについては再度整理
する。
・体積については・・・

再補正予定。 ・別添Ⅰ「1.7.1 外部か
らの衝撃による損傷の防
止」P17 b.火山の影響
（降下火災物）
・同ページb.火山の影響
（降下火災物）２行目
（設1-補-011-01改1参考)

・記載ルールに従い、火山モニタリング
を含むb.項の記載を、変更前欄から変更
後欄に移動した。
・設計で考慮する荷重の算定元となる降
下火災物の性状に関する具体的数値を追
記した。

7/2 305 工事の方法 補正書 〇工事の方法（別添Ⅲ1）
・P8 b.の隔離、火災防護について、もっと具体的に（例：関係者以
外の立入制限、作業時の防火対策）記載すること。対策として何を
想定しているのかが分かるようにして欲しい。

別添Ⅲ 1 3　工事上の留意点のa.とb.の記載を具体的に記載。 再補正予定。 別添Ⅲ 1 3　P8
(設1-補-003改3添付資
料4比較表)

別添Ⅲ 1 3　工事上の留意点のa.とb.の
記載を具体的に記載。

7/2 306 工事の方法 次回申請書 〇工事の方法（別添Ⅲ2）
・外運搬規則で規定している設計承認、容器承認の更新手続きは東
電、原電の対応になるが、設工認ガイド記載事項でもあるので、次
回申請分の留意事項の一つとして記載して欲しい。他社が実施する
事項にRFSがどのように関与するのかを確認したいので、別途説明す
ること。

キャスクの工事に関する留意事項であることから、別途説明し、次
回（分割第2回）申請書に反映すると共に、第1回の補足説明資料を
修正する。

補足説明資料(設1-補-003添付資
料4)を修正、7/20提出。

設1-補-003改4添付資料
4 P4-22,24

原子炉設置者の記録の当社確認について
記載。また、承認容器の更新確認につい
て保安規定に定めることを記載。

7/2 307 工事の方法 補正書 〇工事の方法（別添Ⅲ1）
・P9の準拠法令に、労働安全衛生法を追記すること。

JNFLの例を見て、追記する。
→別添Ⅲ 1 3　P8　工事上の留意点とP10規格基準に労働安全衛生法
を追記。

再補正予定。 別添Ⅲ 1 3　P8とP10
(設1-補-003改3添付資
料4比較表)

別添Ⅲ 1 3　P8　工事上の留意点とP10規
格基準に労働安全衛生法を追記。

7/2 308 補正書 補正書 〇添付目次
・２，３，４の記載の順番について，金属キャスクを前に記載し、
その後に建屋などを書く順番とする等再整理すること。

条文及び実現象を考慮し分かりやすい順番に再整理する。
（キャスク→建屋などの順番で記載する）

再補正予定。 添付目次 キャスク→建屋などの順番で記載する。

7/2 309 網羅的抽出 補正書 〇添付書類3
・はじめの部分に、3-1表の読み込みを記載し、表をどのような意味
合いで作成したのか (例えば、設工認対象設備の網羅的な抽出が適
正に実施されている等)記載して欲しい。6/14審査会合資料に示され
た取り組み状況がここに集約されたことが分かるようにすること。

2.技術基準との対応関係の分類についてに網羅的に整理すること記
載する。

再補正する。 添付資料３冒頭の説明
書P1　2.
(設1-補-002改4参考)

設工認対象設備について第3－1表に網羅
的に整理し，技術基準条項との関連を記
載。

7/2 310 補正書 補正書 〇添付書類3
・P4の4を前段の3に統合して、また、表3-2の位置づけが分かるよう
に記載すべき。

第3－2表に技術基準条文と添付の関係について記載する。 再補正予定。 添付資料３冒頭の説明
書P2　3.
(設1-補-002改4参考)

技術基準条文と第3－2表の対応関係につ
いて整理することを記載。

7/2 311 補正書 補正書 〇添付書類3
・P1の(1)(2)において「今回申請では、該当するものはない」と記
載しているが、あるのではないか。

基本設計方針で示しているため、記載を修正する。 再補正予定。 添付資料３冒頭の説明
書P1，P2　2.，3.
(設1-補-002改4参考)

基本設計方針にて示していることから
「該当するものはない」の記載を修正す
る。

7/2 312 補正書 補正書 〇添付書類3
・「５．次回申請に関する取扱いについて」に使用済燃料施設本
体、放射性廃棄施設の記載がない。

・使用済燃料本体については、基本的安全機能（臨界、閉じ込め、
除熱、被ばく（遮蔽））等で説明するので、「使用済燃料貯蔵施設
本体」として一括した添付は作成しない。
・「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」を添付する（次回申
請）。

再補正予定。 ・添付書類３「５．次
回申請に関する取扱」
・添付目次、添付13～
18

・次回申請対象として、放射性廃棄物の
廃棄施設を追記。
・添付13として「放射性廃棄物の廃棄施
設に関する説明書」を追加し、従前の添
付13～18を添付14～19に繰り下げる。

7/2 313 網羅的抽出 補正書 〇添付書類3　3-1表
・No.18の電気設備の申請回数は「１」ではないか。

修正する。 再補正予定。 添付書類3　3-1表
(設1-補-002改4参考)

No.18の申請回数欄の「－」を「１」に修
正する。

7/2 314 網羅的抽出 補正書 〇添付書類3　3-1表
・No.24-4の警報装置の8条（津波）の欄に△がないのはなぜか（上
の放送設備にはある）。

津波襲来前は使用可能、津波襲来後は設備が水没するため使用不
可。添付書類3 3-1表の備考欄に、このことを記載する。

再補正予定。 添付書類3　3-1表
(設1-補-002改4参考)

備考欄に、津波襲来前は使用可能、津波
襲来後は設備が水没するため使用不可で
ある旨を記載する。
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/2 315 網羅的抽出 補正書 〇添付書類3　3-1表
・No.24-1～6について、24条2項に全て◇が付いているが、全てに付
けるのは適切ではないのではないか。1は外部、2は内部に相当する
ので、どちらかになるのではないか。

添付書類3 3-1表の記載を、下記のように記載を修正する
第24条第1項：社内連絡　社内電話設備，送受話器，放送設備，警報
装置
第24条第2項：社外連絡　社内電話設備，衛星携帯電話，加入電話設
備

再補正予定。 添付書類3　3-1表
(設1-補-002改4参考)

（←「対応案」参照）

7/2 316 補正書 補正書 〇添付書類3　P1
・目的の記載に、電気設備と今回申請との関連性（例えば、給電し
ていること、津波等の対応では電源車で給電し継続監視可能にする
等）を追記すること。

目的の記載に，電気設備と設工認関連設備との関連性がわかるよう
な追記を行う。
→目的の記載に，予備電源が監視設備や津波襲来後の活動拠点に給
電すること，火災対策をすることを記載する。

再補正予定。 添付書類3 P1
(設1-補-002改4参考)

（←「対応案」参照）

7/2 317 補正書 補正書 〇添付書類3
・添付書類3の各添付の冒頭の概要の、なお書きの記載（次回申請に
関する記載）に揺らぎがある。合わせること。

添付書類3の各添付の冒頭の概要のなお書きの記載（次回申請に関す
る記載）の程度を合わせる。

再補正予定。 添付書類3 添付
1,2,3,4,10「概要」の
なお書き

記載を他の例(添付5-1P2など）に合わせ
る（「なお、」は削除）。

7/2 318 自然現象等 補正書 〇添付書類3　添付7
・添付7と添付7-1のタイトルが同一であるのはおかしい。

修正する。 再補正予定。 添付7-1のタイトル
（設1-補-011-01改1参
考)

「使用済燃料貯蔵施設における自然現象
等による損傷の防止に関する全体概要の
説明書」とする。

7/2 319 汚染の拡大
防止

補正書 〇添付書類3　添付14
・添付14は枝番がひとつ(14-1)しかないので、枝番は不要ではない
か。

枝番を削除する。 再補正予定。 添付書類目次(目-4)、
添付14表紙の次
（設1-補-005-03改2比
較表)

枝番を削除する。

7/2 320 耐震 補正書 〇添付書類3　添付5-1-2
・次回申請となっているが、添付5-8の上流の考え方として、今回申
請に入れるべきではないか。

添付5-1から「６．施設，設備の地盤」記載を分離、充実させて添付
5-1-2「地盤の支持性能に係る基本方針」として記載する。

再補正予定。 添付5-1
（設1-補-009改1比較
表、設1-補-009-01改2
参考資料2)

（←「対応案」参照）

7/2 321 電気設備 補正書 〇添付書類3　添付5-8
・P4の5.3において、基礎ボルトだけの評価でよい理由を記載するこ
と（例：剛構造なので）

基礎ボルトのみの評価とする次の理由を記載。
→電気計装機器の盤について，Ｃクラスの地震力に対して転倒しな
いこと確認するため，基礎ボルトを評価する。なお，盤を剛体と仮
定して保守的に基礎ボルトの評価を行う。

再補正予定。 添付5-8 5.3の表
(設1-補-009-01改2参考
資料2)

（注1）として基礎ボルトを評価する理由
を記載。

7/2 322 津波 補正書 〇添付書類3　添付6-1-1
・P2の第5段落において、貯蔵架台は基本的安全機能を担うものでな
いので、削除すること。

削除する。 再補正予定。 添付書類3 添付6-1-1
P2
(設1-補-010改1参考)

コメント該当箇所を削除する。

7/2 323 津波 補正書 〇添付書類3　添付6-1-3
・概要の記載について。外部事象の記載にならって、次につながる
ような記載に改めるべき。

外部事象の記載にならって修正する。 再補正予定。 添付書類3 添付6-1-1
P2
添付書類3 添付6-1-3
表紙,目次,P1,2
(設1-補-010改1参考)

設計方針を追記する。あわせて本資料タ
イトル及び添付6全体の構成（章番号及び
タイトル）も見直す。

7/2 324 津波 補正書 〇添付書類3　添付6-1-1
・P2の記載が、本文基本設計方針の記載と同じである。電源車、地
下軽油タンクなどの記載を充実させるか、あるいはそれらの記載箇
所を呼び込むこと。

記載を充実させる方向で検討する。 再補正予定。 別添Ⅰ1.6.3
添付書類1-1 ロ-(7)
添付書類3 添付6-1-1
P2~3
(設1-補-010改1参考)

添付書類３ 表3－1の記載を踏まえ、高台
配備対象の具体的な設備名を追記する。

7/2 325 キャスク 補正書 〇添付書類3　添付10
・タイプ2Ａについて記載しているが、方針であるから、タイプ毎に
記す必要はないのではないか。

貯蔵対象の拡張性を考慮した記載としているため，原案の通りとす
る。

現状どおりの記載とする（添付
目次）

7/2 326 補正書 補正書 〇添付書類3　添付7
・竜巻、火山、外部火災で記載がバラバラである。評価方針、評価
方法という記載に統一してはどうか。

合わせる方向で検討する。 再補正予定。 添付書類3　添付6-1津
波、添付7-2竜巻、添付
7-3火山、添付7-4外部
火災
（設1-補-011-01改1参
考)

津波も含めた各外部事象の章構成を見直
し、横並びを図った。
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）
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してあるのは「添付書
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どのように補正するか（案）

7/2 327 電気設備 補正書 〇添付書類3　添付5-8
・P7(2)軽油貯蔵タンクの表に、判定欄がない。

判定欄を追記し、「良」であることを記載する。 再補正予定。 添付5-8「7.評価結果」
(2)a.軽油貯蔵タンク
(設1-補-009-01改2参考
資料2)

表の右端に判定欄を追加し「良」を記
載。

7/2 328 電気設備 補正書 〇添付書類3　添付5-8
・添付として、どのように整理したのか。盤、容器、電源車で合理
化して記載したという理解でよいか。盤は「無停電電源装置、共用
無停電電源装置」と記載されているので、類型化して記載している
ことが分かりにくい。

6.1（1）等で無停電電源装置，共用無停電電源装置，電気設備（常
用電源）となっている記載について「盤」とし、添付5-8-1タイトル
についても修正する。

再補正予定。 添付5-8「6.1評価方
法」の(1)、添付5-8-1
のタイトル
(設1-補-009-01改2参考
資料2)

6.1(1)のタイトルを「盤」に変更。ま
た、添付5-8-1のタイトルを「盤の……」
に変更。

7/2 329 電気設備 補正書 〇添付書類3　添付5-8-3
・電源車の静摩擦係数の記載はしていないとのことだが、入力の考
え方あるいは値を記載すること。

考え方、数値を記載する。 再補正予定。 添付5-8-3　電源車の計
算方法に関する説明書
「4.記号の説明」
(設1-補-009-01改2参考
資料2)

摩擦係数0.44と，その値を使用する考え
方を記載。

7/2 330 補正書 補正書 〇添付書類3　添付15-1
P17(3)の「1.1.8」は「1.8」なので修正すること。このような誤記
がないように、全体を確認すること。

記載を修正する。全体に誤記がないことを確認する。 再補正予定。 添付15-1　P17
(設1-補-013-01改1参
考)

添付15-1　P17の記載を「1.1.8」から
「1.8」に修正した。

7/2 331 代替計測器
委

補正書 〇添付書類3　添付18-2-1
・機器配置図に、代替計測機器の保管位置を追加すること。次回申
請であることは理解しているが、今回の基本設計方針に記載したの
で。

図に追記する。 再補正予定。 添付18　18-2-1
(設1-補-013-01改1参
考)

18-2-1　屋外主要機器配置図に予備緊急
時対策所・敷材保管庫を追記

7/2 332 電気設備 補正書 〇添付書類3　添付7-2-4
・P5 アンカープレートの図を修正すること。

修正する。 再補正予定。なお、添付7-2-4は
以下の通り資料を分ける。
・添付7-2-6 竜巻に対する電源
車の固縛装置の評価方針
・添付7-2-7 竜巻に対する電源
車の固縛装置の影響評価

添付7-2-6 竜巻に対す
る電源車の固縛装置の
評価方針のP5
(設1-補-011-02改1参
考)

アンカープレートの図を修正。

7/2 333 電気設備 補正書 〇添付書類3　添付18-4-4
・各負荷リストにしるされた電源盤の名称は、実際の盤名称と一致
しているのか。資料間の整合性を考えて分かるように記載すればよ
いので、見直して欲しい。

記載を検討する。 再補正予定。 添付18  18-4-4
(設1-補-013-01改1参
考)

盤名称を実際の名称と合わせる記載とし
た。

7/2 334 計測制御設
備

補正書 〇添付書類3　添付18-4-4-1 別紙-2
・給排気温度監視装置の記載が残っている。修正漏れと思われるの
で修正すること。

修正する。 再補正予定。 添付18　18-4-4-1別紙-
2
(設1-補-013-01改1参
考)

記載を修正する。

7/2 335 スケジュー
ル

補正書 〇今後のスケジュール
今後のスケジュール感はどうなっているか。来週の早い段階で連絡
して欲しい。

スケジュールを確認、回答する。 7/6にスケジュール案を提出。

7/14 336 人の不法な
侵入等防止

申請書変更
前後比較表

〇P.13 分割申請計画
・「人の不法な侵入等防止設備」は、申請対象設備でなくなったの
だから、今回申請対象でも次回申請対象でもないのではないか。

本表からは削除するが、今回申請書に基本設計方針を記載し、添付
も付ける。

再補正内容に反映する。 申請書冒頭部分「六、
変更の理由」の表

人の不法な侵入防止設備を削除する。

7/14 337 工事の方法 補足説明資
料003改3

〇P4-22の※,P4-24のｉ
・(コメントNo.306関連)RFSの関与を、もっと直接的に記載するこ
と。受け入れのタイミングでの確認事項なので、設工認にも記載が
必要と考えている。

記載を検討する。(No.306で対応継続） No.306で対応

7/14ヒアリングにおけるコメント

6



実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/14 338 補正書 補正書 〇コメントNo.317関連
・修正した文案がどの資料で確認できるのか。また、その他に漏れ
ているものがあれば、提出すること。

今回ヒアリング用に提出した資料では確認できないので、次回ヒア
リング用に別途提出する。また、第3-2表なども未提出なので、提出
する。

資料を作成して提出、再補正内
容に反映する。

・添付書類3 添付
1,2,3,4,10「概要」の
なお書き
・添付書類3　第3-2表
・添付19-2-2(1/5)

・記載を他の例(添付5-1P2など）に合わ
せる（「なお、」は削除）。

・添付構成変更の反映など
・マスキング範囲の適正化(縮小)

7/14 339 地盤 第3-1表 〇第6条
・6条のキャスクなどが－になっている。建屋でみているから地盤が
－であるのは分かるが、地盤が全く無関係のように見えてしまうの
で、何らか注記すべきではないか。

備考欄に追記する。 再補正内容に反映する。 添付書類3
第3-1表　備考欄

備考欄に注記を追加。

7/14 340 ドラム缶漂
流防止対策

ドラム缶等
の漂流防止
対策の整理

〇P.16～17
・「２．基本設計方針」の記載のうち、(4)(5)は廃棄施設の基本設
計方針の方に記載すべきで、ここからは削除すべきではないか。

廃棄施設の基本設計方針に記載する。 No.341で対応

7/14 341 閉じ込め 基本設計方
針

〇「1.2　閉じ込めの基本設計方針」
・(4)の記載は、廃棄施設の基本設計方針にに記載すべきで、ここか
らは削除すべき。なお、次回申請において記載する旨は書いてもよ
い。

(4)の記載を削除し、次回申請において記載する旨のみ記載する。 再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.2
添付書類1-1 ロ-(3)-2
添付書類3 添付2「2.基
本設計方針」

(4)の記載を削除し、次回申請において記
載する旨を記載。

7/14 342 人の不法な
侵入等防止

第3-1表 〇No.35
・申請対象設備ではないので、この表から削除すべきか、記載を工
夫すべき。

条文適用の欄をひとつに結合し、注釈を記載する。 再補正内容に反映する。 添付書類3
第3-1表　人の不法な侵
入等防止設備の欄

対応案のとおり修正する。

7/14 343 津波 補足説明資
料010改1

〇参-1
1.1.6.1のなお書きについて。具体が見えない。記載レベルはこれで
よいか。竜巻の記載のレベル感を踏まえて、記載を検討すること。

記載を充実させる。 再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.6.1.1
添付書類1-1 ロ-(7)

竜巻の記載を参照し、設備名と設計内容
を具体的に記載する。

7/14 344 計測設備 第3-1表 〇No.9,10,11-1,11-2
23条の欄に△が付いているが、電源を供給する意味では無関係であ
るから、△は不要ではないか。

△を削除する。 再補正内容に反映する。 添付書類3
第3-1表

対応案のとおり削除する。

7/14 345 網羅的抽出 補足説明資
料002改4

〇参考-1及び参考-3
・２(4)及び３(4)において、◇の該当がないと記載されているが、
常用電源設備が該当するのではないか。
・２(5)及び３(5)の△の説明を、コメントNo344の修正を踏まえ、適
切な記載とすること。

・該当するので記載を修正する。

・例示を修正する。

再補正内容に反映する。 添付書類３　冒頭部分
２.(4)(5)、３.(4)(5) ・常用電源設備を記載。

・軽油貯蔵タンク（地下式）を記載。

7/14 346 網羅的抽出 第3-1表 ・表の近くに機器グループの定義を記載するか、定義を記載した箇
所をを呼び込むかすること。

記載を追加する。 再補正内容に反映する。 添付書類３　冒頭部分
２.(7)

機器グループの記号の説明を記載する。

7/14 347 耐震 補足説明資
料009-01改2

〇参考資料1 P6
・注１について。転倒しなければよい、という注記でよいのか。考
え方が分かるように記載すること。また、補足説明資料に評価の考
え方を追記すること。

再補正するとともに、補足説明資料に考え方を記載する。 再補正内容に反映する。 添付5-8 5.3の表の注記 注記を修正する。

7/14 348 自然現象等 補足説明資
料011-01改1

〇参考-2
・左側のまた書きについて。「……を考慮する」としか書かれてい
ないが、「代替計測で……を保安規定に定めて運用する」というよ
うに、保安規定についても書いて欲しい。

他の記載箇所との横並びを見て、記載する。 再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.7.1 電源の確保手順等について、以下のとお
り，保安規定に定め，運用するとして明
記した。
「また，設計上の考慮を必要とする自然
現象の影響を考慮し，使用済燃料貯蔵施
設の基本的安全機能の継続的確認に必要
な代替電源の確保及び代替監視手段を確
保する手順について，保安規定に定め，
運用する。」

7/14 349 火災防護 補足説明資
料012改3

〇P.15,20
「貯蔵建屋」の読み替えをした文書のすぐ後に、「建屋」という文
言が残っているので「貯蔵建屋」とすること（どちらの頁も同
じ）。

「貯蔵建屋」とする。 再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.8.1
添付8 2.

「建屋」を「貯蔵建屋」に修正。
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/14 350 図面 補足説明資
料013-01改1

〇参考5-1
屋内配置図に資機材保管庫が記載されたが、中に代替計測機器、
サーベイ機器があることが分かるようにしてほしい。

追記する。 再補正内容に反映する。 添付19-2 屋外主要機器
配置図

※で代替計測機器、放射線サーベイ機器
が保管されていることを追記。

7/14 351 電気設備 補足説明資
料013-01改1

〇参考2-4
本表の「設置床」に注釈を付け、開口部（地面）の高さであること
が分かるようにすること。

注記を追加する。 再補正内容に反映する。 別添Ⅱへ２電気設備(1)
設計仕様 d.軽油貯蔵タ
ンク（地下式）

地上面の高さを示す注記を追加。

7/14 352 電気設備 補足説明資
料013-01改1

〇参考2-4
軽油貯蔵タンクの設置場所の高さがT.P.約28mとのことであるが、南
側高台の代表的な高さはT.P.約28mということになるのか。

予備緊急時対策所の高さはT.P.約30mであり、南側高台の高さはT.P.
約30ｍのままとする。T.P.約28mの軽油貯蔵タンクの設置場所は「南
側高台」ではなく、「南東側高台」で呼ぶこととする。

再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.6.3
添付書類1-1 ロ-(7)
添付書類3 添付6-1-1
P3

他関連箇所

（津波）軽油貯蔵タンクの記載を踏まえ
「又は敷地南東側高台」と追記する。

軽油貯蔵タンクの設置場所として「南側
高台」と記載した箇所を「南東側高台」
に変更する。

7/14 353 電気設備 補足説明資
料013-04,05

〇単線結線図
補足説明資料013-01参考5-5で、南側高台電源盤の常用母線の電圧を
210/105Vに修正しているが、013-04のP3、P5の方が修正されていな
い。

補足説明資料を修正する。 補足説明資料を修正、7/15提
出。

補足説明資料013-04
P3,5

母線電圧の記載を修正。

7/14 354 電気設備 電気設備の
補足説明資

料

電源車2台については、正副を付けないとのことであるが、正副と解
釈できる部分がある。記載を適正化すること。

「予備の電源車は……」と記載した箇所について、記載を適正化す
る。

再補正内容に反映する。 別添Ⅰ2.7電気設備(2)
基本設計方針c.電源車
添付15-1 2.4，3.3

「予備の電源車は……」の記載を修正。

7/16 355 人の不法な
侵入等防止

補足説明資料
「人の不法な
侵入等防止に
ついて」

〇(No.336関連)P1 ２．設計方針
・巡視、監視について核物質防護規定等に定めることが、最終段落
で読めない。第1～4段落に記載にあるもので核物質防護規定等に定
めるものが、最終段落で読めるようにすること。

記載を修正する。 再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.13
添付書類1-1 ロ-(8)c

巡視・監視等について最終段落に記載。

7/16 356 工事の方法 コメントリ
スト

〇(No.337関連)
・次回申請の記載だけではなく、今回申請の補足説明資料(設1-補-
003参考資料4)も修正すること。その旨をコメントリストに記載する
こと。

コメントリストNo.337の元であるNo.306の記載を修正し、補足説明
資料「設1-補-003参考資料4)の修正を追記する。

No.306で継続対応

7/16 357 補正書 添付書類３
添付の記載

整合

〇(No.338関連)P3
・臨界の防止の記載については、キャスクが対象設備であることが
明示的に書かれていないので、次回申請でよいことが分かりにく
い。

キャスクが対象であることが分かる記載とする。 再補正内容に反映する。 添付書類3 添付1「1.概
要」、添付3「1.概要」

金属キャスクであることを明記（添付3
「除熱」も同様）。

7/16 358 3-2表
条文添付対

比

補足説明資
料002改5

〇耐震基本方針
・「5-9 耐震Cクラス設備の耐震基本方針及び評価（その２）」が、
次回申請分として追加となっているが、5-8だけで十分ではないか。
分ける必要はないのではないか。(→No.369に関連コメントあり）

次回申請分を分けて5-9としていたが、5-8の中で記載する構成とす
る。

再補正内容に反映する。 添付目次、添付5-8 5-9を削除し，5-8記載。（次回申請）

7/16 359 3-2表
条文添付対

比

補足説明資
料002改5

〇19-1地形図、19-2配置図
・どこの地盤を評価するのかを明確にするといういみで、第6条の地
盤にも〇が付くのではないか。

地盤にも〇を付ける。第8条の津波も同様とする。 再補正内容に反映する。 添付書類3 第3-2表 対応案のとおり修正。

7/16 360 3-2表
条文添付対

比

補足説明資
料002改5

〇13-1廃棄物の廃棄施設
・12条3項と13条1項に赤丸（〇）が付いているが、記載場所を移動
しただけなのか、新たに追加したのか確認すること（後者であれば
考え方を示すこと）。

当該部を含め、3-2表の〇の付け方を全般的に確認、修正する。 再補正内容に反映する。
設備として対応が必要なので〇
とした。

添付書類3 第3-2表 対応案のとおり修正。

7/16 361 3-2表
条文添付対

比

補足説明資
料002改5

〇第23条予備電源
・供給側ではなく、負荷側の設備にも〇が付いているが、これでよ
いか。

第3-1表と整合をとり、削除する。 再補正内容に反映する。 添付書類3 第3-2表 対応案のとおり修正。

7/16ヒアリングにおけるコメント
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実施日 No. 分類 資料名 コメント内容 対応案 対応状況

　補正する頁（案）

「添付〇」とだけ記載
してあるのは「添付書
類3の添付〇」を示す
()は関連する補足説明
資料比較表

どのように補正するか（案）

7/16 362 3-1表
網羅的抽出

補足説明資
料002改5

〇(No.339関連)6条地盤
・備考欄に注記を記載しているが、分かりにくい。6条の各枠の中に
注記すること。

枠の中に注記番号を付け、凡例を各頁の下部に記載する。 再補正内容に反映する。 添付書類3 第3-1表 ページ下部に記載した。

7/16 363 3-1表
網羅的抽出

補足説明資
料002改5

〇(No.342関連)No.35 人の不法な侵入等防止
・耐震クラスにＣと―．の両方が記載されているのはなぜか（核物
質防護規定のみが適用される設備は、本表の記載対象ではない）。

耐震クラス、機器グループの欄も右枠と結合させ、枠内の記載を修
正する。

再補正内容に反映する。 添付書類3 第3-1表 対応案のとおり修正。
なお，備考に③であることを記載。

7/16 364 3-1表
網羅的抽出

補足説明資
料002改5

〇(No.342関連)No.35 人の不法な侵入等防止
・申請回数欄が「２」と記載されているが、「１」ではないか。

今回申請対象としたので、「１」に修正する。 再補正内容に反映する。 添付書類3 第3-1表 「1」に修正。

7/16 365 津波 設1-補-010
改2

(No.343関連)参-1（基本設計方針）
1.1.6.1の赤字部分について。架台にキャスクが乗った状態は考えて
いるのか。実態を踏まえて適切な記載とすること。

仮置架台、たて起こし架台について、厳しい状態（キャスクが乗っ
た状態）を考慮していることを追記する。

再補正内容に反映する。 別添Ⅰ1.1.6.1 金属キャスクを架台に仮置きした状態を
記載。

7/16 366 網羅的抽出 補足説明資
料002改5

(No.346関連)P14 2.(7)
ここに記された機器グループの定義と、3-1表とのリンクを記載する
こと。

この定義が3-1表で使われていることを記載する。 再補正内容に反映する。 添付書類3 冒頭部分
(2.(7))

添付書類３の冒頭部分に機器グループの
定義を記載。

7/16 367 耐震 補足説明資
料009-01改3

(No.347関連)参考資料3
筐体にかかる応力が3.01MPaとあるが、許容応力が記載されていな
い。鋼板の場合は250MPa程度とのことであるから、値を記載するこ
と。

許容応力の値を記載する。 補足説明資料を修正、7/19提
出。

補足説明資料009-01改4
参考資料3

許容応力を記載した。

7/16 368 耐震 補足説明資
料009-01改3

(No.347関連)参考資料1P6
（表について）浮き上がり応力が働くのであれば、引張応力の記載
が必要ではないか。

引張応力を記載する。 再補正内容に反映する。 添付5-8 5.3の表 引張応力を記載した。

7/16 369 耐震 補足説明資
料009-01改3

(No.347関連)参考資料1P6
（表について）この表の分類で、分割第2回申請にも対応している
か。類型化を適切に記載すること。

表を修正する。 再補正内容に反映する。 添付5-8 5.3の表 類型化した記載に変更した。

7/16 370 耐震 補足説明資
料009-01改3

(No.347関連)参考資料1P6
表の（注1）の初めに「一般的に」に記載は適当なのか。最初の文(1
～2行目)は不要ではないか。

削除する。 再補正内容に反映する。 添付5-8 5.3の表の注記 削除した。

7/16 371 図面 補足説明資
料013-04改2

(No.350,352関連)参考5-1
・19-2-1図の軽油貯蔵タンクの高さT.P.約28mについても、開口部
（地上面の高さ）であることを記載すること。

仕様表と同様に記載することとする。 再補正内容に反映する。 図19-2-1 備考に地上面の高さであることを記載。

6/9 追１ 自然現象等 補足説明資
料011-01

P6に「４．施設の更なる信頼性向上のための措置」として風（台
風）への措置の記載があるが、なぜ自主でよいのか説明すること。

損傷モードとしては、炭素鋼の表面に対する全面腐食であり、事象
の進展が緩慢であることから、基本的安全機能に影響を及ぼさな
い。また、施設管理の中で検知可能であり、必要に応じ補修対応が
可能（以上の内容を説明済。これを補足説明資料にも反映する）。

補足説明資料 設1-補-011-01に
反映、提出済

設1－補－011－01改2
P7「５．施設の更なる
信頼性向上のための措
置」の２ポツ目を修文
（追記）した。

修文（追記）内容
・風（台風）及び降水の影響による事象
の進展は緩慢であり，基本的安全機能に
影響を及ぼさないこと。
・フランジの目的（機能）との関係を考
慮し、基本的安全機能に影響ないこと。
及び施設管理の中で検知・修復が可能で
あること。

6/9ヒアリングにおけるコメント（掲載漏れ）
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